
○

下
水
の
処
理
開
始
の
公
示
事
項
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
二
年
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

（
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
の
維
持
管
理
を
行
う
者
の
資
格
）

（
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
の
維
持
管
理
を
行
う
者
の
資
格
）

第
二
条
の
二

令
第
十
五
条
の
三
第
六
号
に
規
定
す
る
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

第
二
条
の
二

令
第
十
五
条
の
三
第
六
号
に
規
定
す
る
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は

で
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
大
学
院
若
し
く
は
専
攻
科
又
は
旧
大
学
令
（
大

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
大
学
院
若
し
く
は
専
攻
科
又
は
旧
大
学
令
（
大

正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
科
に

正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
科
に

一
年
以
上
在
学
し
て
下
水
道
工
学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、
一
年
以
上

一
年
以
上
在
学
し
て
下
水
道
工
学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、
一
年
以
上

下
水
道
、
上
水
道
、
工
業
用
水
道
、
し
尿
処
理
施
設
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
及

下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

び
環
境
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
下
水
道
等
」
と
い
う

。
）
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（

六
月
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
者
に
限
る
。
）

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
に
一
年
以
上
在
学
し
て
下
水
道
工

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
に
一
年
以
上
在
学
し
て
下
水
道
工

学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、
四
年
以
上
下
水
道
等
の
維
持
管
理
に
関
す

学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、
四
年
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
二
年
以
上
下
水
道
の
維
持

技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）

四

外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
令
第
十
五
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

四

外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
令
第
十
五
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

前
各
号
に
規
定
す
る
学
科
目
、
課
程
又
は
単
位
に
相
当
す
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

前
各
号
に
規
定
す
る
学
科
目
、
課
程
又
は
単
位
に
相
当
す
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
規
定
す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
め
て
卒
業
し
、
専
攻
し
、
又
は

当
該
各
号
に
規
定
す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
め
て
卒
業
し
、
専
攻
し
、
又
は

修
得
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
期
間
下
水
道
等
の
維
持
管
理

修
得
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
期
間
下
水
道
の
維
持
管
理
に

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

五

二
年
以
上
下
水
道
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

五

二
年
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

験
を
有
す
る
者
（
一
年
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

を
有
す
る
者
で
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
試
験
に
合
格
し
た

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
で
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が

も
の



指
定
し
た
試
験
に
合
格
し
た
も
の

六

五
年
以
上
下
水
道
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

六

五
年
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

験
を
有
す
る
者
（
二
年
六
月
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実

を
有
す
る
者
で
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
講
習
を
修
了
し
た

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
で
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大

も
の

臣
が
指
定
し
た
講
習
を
修
了
し
た
も
の


